
議会の定例会の回数を定める条例

（昭和53年 8月21日 条例第5号）

改正 昭和63年 4月 1日条例第1号

北空知広域水道企業団議会の定例会の回数は、年２回とする。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和６３年定例会から適用する。

第５章 議会及び監査（議会の定例会の回数を定める条例）
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